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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の周辺を監視する周辺監視システムの故障の有無を判定する故障判定装置であって
、
　運転者の状態を検出する運転者状態検出センサの検出情報に基づいて、前記運転者が集
中度の高い状態にあるか否かを判定する運転者状態判定部と、
　前記運転者状態判定部により前記運転者が集中度の高い状態にあると判定された場合に
、前記周辺監視システムの監視情報に基づいて、前記車両の周辺の状況に関する質問の情
報を出力する質問情報出力部と、
　前記質問に対する前記運転者の回答の情報に基づいて前記周辺監視システムの故障の有
無を判定する故障判定部とを具備している故障判定装置。
【請求項２】
　前記車両に搭載された自動運転制御装置に自動運転制御に関する指示情報を出力する指
示情報出力部をさらに具備しており、前記指示情報出力部は、前記故障判定部により前記
周辺監視システムの故障があると判定された場合に、前記自動運転制御装置の機能を少な
くとも制限する指示情報を出力する、請求項１に記載の故障判定装置。
【請求項３】
　前記指示情報出力部は、前記故障判定部により前記周辺監視システムの故障があると判
定された場合に、前記自動運転制御装置の機能を停止させる指示情報を出力する、請求項
２に記載の故障判定装置。
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【請求項４】
　車両の周辺を監視する周辺監視システムの故障の有無を判定する装置が実行する故障判
定方法であって、
　運転者の状態を検出する運転者状態検出センサの検出情報に基づいて、前記運転者が集
中度の高い状態にあるか否かを判定する運転者状態判定ステップと、
　前記運転者が集中度の高い状態にあると判定された場合に、前記周辺監視システムの監
視情報に基づいて、前記車両の周辺の状況に関する質問の情報を出力する質問情報出力ス
テップと、
　前記質問に対する前記運転者の回答の情報に基づいて前記周辺監視システムの故障の有
無を判定する故障判定ステップとを有している故障判定方法。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項３のいずれかひとつに記載の故障判定装置が備える各部の機能ま
たは請求項４に記載の故障判定方法の各ステップをコンピュータに実行させるプログラム
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、周辺監視システムの故障の有無を判定する故障判定装置、方法およびプロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両の運転モードとして、運転者の運転操作に基づいて車両を走行させる手動運
転モード以外に、運転者の運転操作によらず予め設定された経路に沿って車両を走行させ
る自動運転モードの開発が進められている。自動運転モードは、例えば、ＧＰＳ（Global
 Positioning System）を利用したナビゲーションシステムの情報や、路車間通信により
取得される交通情報、車両の周辺の人や車両の位置と動きを監視する周辺監視システムの
情報をもとに、パワーユニットや操舵装置、ブレーキ等を制御することで、車両の自動運
転を可能にするものである（例えば特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１８４９７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　自動運転モードによる走行において、車両の周辺の人や車両の位置と動きを監視する周
辺監視システムは正常に機能していることが必要不可欠である。周辺監視システムは、例
えば、車両の周辺の情報を取得するカメラ等のセンサと、取得された情報を処理するコン
ピュータ等の処理装置とから構成され得る。
【０００５】
　近年では、種々のセンサや処理装置等は、それ自体の故障を検知する自己診断機能を有
しているものも少なくない。しかし、その自己診断機能は、常に正常に機能すると断言で
きるものではない。例えば、経年変化や熱的ストレスなどによって、センサのセンシング
機能や処理装置の判定機能に不具合が生じることなども考えられ得る。そのような場合、
センサや処理装置等は、その自己診断機能では故障していないと判定されているものの、
正しくない情報を出力することになる。
【０００６】
　このような実状を考慮すると、周辺監視システム、例えばそのセンサや処理装置の故障
の有無を、機械任せでなく、定期的に対話的に確認することが必要であると考えられる。
【０００７】
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　この発明は、このような事情に着目してなされたもので、周辺監視システムの故障の有
無を判定する故障判定装置、方法およびプログラムを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、この発明の第１の態様は、車両の周辺を監視する周辺監視シ
ステムの故障の有無を判定する故障判定装置であって、運転者の状態を検出する運転者状
態検出センサの検出情報に基づいて、前記運転者が集中度の高い状態にあるか否かを判定
する運転者状態判定部と、前記運転者状態判定部により前記運転者が集中度の高い状態に
あると判定された場合に、前記周辺監視システムの監視情報に基づいて、前記車両の周辺
の状況に関する質問の情報を出力する質問情報出力部と、前記質問に対する前記運転者の
回答の情報に基づいて前記周辺監視システムの故障の有無を判定する故障判定部とを具備
している。
【０００９】
　この発明の第２の態様に係る故障判定装置は、第１の態様に係る故障判定装置において
、前記車両に搭載された自動運転制御装置に自動運転制御に関する指示情報を出力する指
示情報出力部をさらに具備している。前記指示情報出力部は、前記故障判定部により前記
周辺監視システムの故障があると判定された場合に、前記自動運転制御装置の機能を少な
くとも制限する指示情報を出力する。
【００１０】
　この発明の第３の態様に係る故障判定装置は、第２の態様に係る故障判定装置において
、前記故障判定部により前記周辺監視システムの故障があると判定された場合に、前記自
動運転制御装置の機能を停止させる指示情報を前記指示情報出力部が出力するように構成
されている。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明の第１の態様によれば、運転者の状態を検出する運転者状態検出センサの検出
情報に基づいて、運転者が集中度の高い状態にあるか否かが判定され、運転者が集中度の
高い状態にあると判定された場合に、周辺監視システムの監視情報に基づいて、車両の周
辺の状況に関する質問が出力され、質問に対する運転者の回答に基づいて、周辺監視シス
テムの故障の有無が判定される。このため、周辺監視システムの故障の有無が対話的に判
定される。これにより、周辺監視システム自体が感知しない故障を発見することが可能に
なる。このことは、このような故障に起因して起こりかねない自動運転制御の不具合の発
生を低減または防止することに貢献する。
【００１２】
　この発明の第２の態様によれば、周辺監視システムの故障があると判定された場合に、
自動運転制御装置の機能を制限する指示情報が出力される。このため、周辺監視システム
自体が感知しない故障に起因して起こりかねない自動運転制御装置の制御不具合の発生を
軽減することが可能になる。
【００１３】
　この発明の第３の態様によれば、周辺監視システムの故障があると判定された場合に、
自動運転制御装置の機能を停止させる指示情報が出力される。このため、周辺監視システ
ム自体が感知しない故障に起因して起こりかねない自動運転制御装置の制御不具合の発生
を防止することが可能になる。
【００１４】
　すなわち、この発明の各態様によれば、周辺監視システムの故障の有無を判定する故障
判定装置制御装置、方法およびプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この発明の一実施形態に係る故障判定装置を含む運転モード切替制御装置を備え
た自動運転制御システムの全体構成を示す図である。
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【図２】この発明の一実施形態に係る故障判定装置の機能構成を示すブロック図である。
【図３】図２に示した故障判定装置による運転モード切替制御の手順と制御内容を示すフ
ローチャートである。
【図４】この発明の一実施形態において、タッチパネル式の入出力装置によって質問に対
する回答が入力される様子を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照してこの発明に係わる実施形態を説明する。　
　［一実施形態］
　（構成）
　図１は、この発明の一実施形態に係る自動運転制御システムの全体構成を示す図である
。この自動運転制御システムは、乗用車等の車両１に搭載される。
【００１７】
　車両１は、基本設備として、動力源および変速装置を含むパワーユニット２と、ステア
リングホイール３ａが装備された操舵装置３とを備えている。動力源としては、エンジン
またはモータ、あるいはその両方が用いられる。
【００１８】
　車両１は、手動運転モードまたは自動運転モードのいずれかの運転モードで走行可能に
構成されている。
【００１９】
　手動運転モードは、例えば、運転者の手動による運転操作を主体として車両１を走行さ
せるモードである。手動運転モードには、例えば、運転者の運転操作のみに基づいて車両
を走行させる動作モードと、運転者の運転操作を主体としながら運転者の運転操作を支援
する運転操作支援制御を行う動作モードが含まれる。
【００２０】
　運転操作支援制御は、例えば、車両１のカーブ走行時にカーブの曲率に基づいて運転者
の操舵が適切な操舵量となるように操舵トルクをアシストする。また運転操作支援制御に
は、運転者のアクセル操作（例えばアクセルペダルの操作）またはブレーキ操作（例えば
ブレーキペダルの操作）を支援する制御と、手動操舵（操舵の手動運転）および手動速度
調整（速度調整の手動運転）も含まれる。手動操舵は、運転者のステアリングホイール３
ａの操作を主体として車両１の操舵を行う。手動速度調整は、運転者のアクセル操作又は
ブレーキ操作を主体として車両の速度調整を行う。
【００２１】
　なお、運転操作支援制御には、運転者の運転操作に強制的に介入して、車両を自動走行
させる制御は含まれない。すなわち、手動運転モードには、予め設定された許容範囲にお
いて運転者の運転操作を車両の走行に反映させるが、一定条件（例えば車両の車線逸脱等
）の下で車両の走行に強制的に介入する制御は含まれない。
【００２２】
　一方、自動運転モードは、例えば、車両の走行する道路に沿って自動で車両を走行させ
る運転状態を実現するモードである。自動運転モードには、例えば、運転者が運転操作を
することなく、予め設定された目的地に向かって自動的に車両を走行させる運転状態が含
まれる。自動運転モードは、必ずしも車両の全ての制御を自動で行う必要はなく、予め設
定された許容範囲において運転者の運転操作を車両の走行に反映する運転状態も自動運転
モードに含まれる。すなわち、自動運転モードには、予め設定された許容範囲において運
転者の運転操作を車両の走行に反映させるが、一定条件の下で車両の走行に強制的に介入
する制御が含まれる。
【００２３】
　図１において、車両１はまた、自動運転モードによる運転制御を実行するための自動運
転制御装置５を備えている。自動運転制御装置５は、ステアリングセンサ１１、アクセル
ペダルセンサ１２、ブレーキペダルセンサ１３、ＧＰＳ受信機１４、ジャイロセンサ１５
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、および車速センサ１６からそれぞれセンシング情報を取得する。自動運転制御装置５は
、これらのセンシング情報と、図示しないナビゲーションシステムで生成される経路情報
や、路車間通信により取得される交通情報、周辺の人や車両の位置と動きを監視する周辺
監視システム１７により得られる情報をもとに、車両１の走行を自動制御する。
【００２４】
　自動制御には、例えば、自動操舵（操舵の自動運転）と自動速度調整（速度の自動運転
）がある。自動操舵は、操舵装置３を自動で制御する運転状態である。自動操舵にはＬＫ
Ａ（Lane Keeping Assist）が含まれる。ＬＫＡは、例えば、運転者がステアリング操作
をしない場合であっても、車両１が走行車線から逸脱しないように自動で操舵装置３を制
御する。なお、ＬＫＡの実行中であっても、車両１が走行車線を逸脱しない範囲（許容範
囲）において運転者のステアリング操作を車両の操舵に反映してもよい。なお、自動操舵
はＬＫＡに限らない。
【００２５】
　自動速度調整は、車両１の速度を自動で制御する運転状態である。自動速度調整にはＡ
ＣＣ（Adaptive Cruise Control）が含まれる。ＡＣＣとは、例えば、車両１の前方に先
行車が存在しない場合は予め設定された設定速度で車両１を定速走行させる定速制御を行
い、車両１の前方に先行車が存在する場合には先行車との車間距離に応じて車両１の車速
を調整する追従制御を行うものである。自動運転制御装置５は、ＡＣＣを実行中であって
も、運転者のブレーキ操作（例えばブレーキペダルの操作）に応じて車両１を減速させる
。また自動運転制御装置５は、ＡＣＣを実行中であっても、予め設定された最大許容速度
（例えば走行中の道路において法的に定められた最高速度）まで、運転者のアクセル操作
（例えばアクセルペダルの操作）に応じて車両を加速させることもできる。なお、自動速
度調整は、ＡＣＣに限らず、ＣＣ（Cruise Control：定速制御）等も含まれる。
【００２６】
　本実施形態の自動運転制御システムは、手動運転モードと自動運転モードとの間の運転
モードの切り替えを制御するための運転モード切替制御装置６を備えている。また、自動
運転制御システムは、運転者を監視する監視センサとしての運転者カメラ７と、運転モー
ド切替制御装置６の一部とで構成された、運転者を監視する運転者監視システム１０を有
している。運転者監視システム１０はまた、取得した監視情報に基づいて、運転者と情報
の授受を行うための入出力装置９を有している。
【００２７】
　運転者カメラ７は、例えばダッシュボード上のような運転者の正面となる位置に設置さ
れ、運転者を撮像してその映像信号を運転モード切替制御装置６へ出力する。
【００２８】
　入出力装置９は、例えば、出力機能としてスピーカと表示器を有し、運転モード切替制
御装置６から出力されたメッセージの音声信号をスピーカから出力すると共に、メッセー
ジの表示信号を表示器に表示する。入出力装置９は、スピーカと表示器の一方だけを有し
ていてもよい。入出力装置９は、例えば、入力機能としてマイクとタッチパネルを有し、
マイクとタッチパネルから入力された信号を運転モード切替制御装置６に出力する。入出
力装置９は、マイクとタッチパネルの一方だけを有していてもよい。入出力装置９は、ナ
ビゲーションシステムの画像表示機能や音声入出力機能や情報入力機能を利用して構成さ
れてもよい。
【００２９】
　運転モード切替制御装置６は、車両１の運転モードの切り替えを制御する機能に加えて
、周辺監視システム１７の故障の有無を対話的に判定する機能を有している。このため、
運転モード切替制御装置６は、この故障を判定する機能を実施する故障判定装置６ａを有
している。
【００３０】
　周辺監視システム１７は、車両１の周辺の人や車両の位置と動きを監視し、車両１の周
辺の状況に関する監視情報を出力する機能を有している。周辺監視システム１７が出力す
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る監視情報は自動運転制御装置５の制御に利用される。周辺監視システム１７は、例えば
、車両１の周辺の情報を取得するカメラ等の周辺監視センサと、取得された情報を処理す
るコンピュータ等の処理装置とから構成され得る。
【００３１】
　そのような周辺監視システム１７の故障としては、周辺監視センサの故障、または、処
理装置の故障、または、それら両方の故障が考えられる。
【００３２】
　故障判定装置６ａは、周辺監視システム１７の故障の有無を対話的に判定するもので、
以下のように構成される。図２はその機能構成を示すブロック図である。
【００３３】
　故障判定装置６ａは、制御ユニット６１と、入出力インタフェースユニット６２と、記
憶ユニット６３とを備えている。
【００３４】
　入出力インタフェースユニット６２は、運転者カメラ７および周辺監視システム１７か
らそれぞれ出力された映像信号および周辺監視信号を受信してデジタルデータに変換して
制御ユニット６１へ出力する。入出力インタフェースユニット６２はまた、制御ユニット
６１から出力されたメッセージを音声信号および／または表示信号に変換して入出力装置
９へ出力する。入出力インタフェースユニット６２はまた、入出力装置９からの入力信号
をデジタルデータに変換して制御ユニット６１へ出力する。入出力インタフェースユニッ
ト６２はさらに、制御ユニット６１から出力された指示情報のデータを信号に変換して自
動運転制御装置５へ出力する。
【００３５】
　記憶ユニット６３は、記憶媒体として、例えばＳＳＤ（Solid State Drive）やＨＤＤ
（Hard Disk Drive）等の随時書き込みおよび読み出しが可能な不揮発性メモリを使用し
たものである。記憶ユニット６３は、本実施形態を実施するために使用する記憶領域とし
て、運転者監視映像記憶部６３１と、運転者状態記憶部６３２と、判定結果記憶部６３３
とを備えている。記憶ユニット６３は、不揮発性メモリに限らず、ＲＡＭのような揮発性
メモリで構成されてもよい。
【００３６】
　制御ユニット６１は、コンピュータを構成するＣＰＵ（Central Processing Unit）お
よびプログラムメモリを有している。制御ユニット６１は、本実施形態を実施するために
必要な制御機能として、運転者監視映像取得部６１１と、運転者状態判定部６１２と、質
問情報出力部６１３と、故障判定部６１４と、指示情報出力部６１５とを備えている。な
お、これらの制御機能はいずれもプログラムメモリに格納されたプログラムをＣＰＵに実
行させることにより実現される。
【００３７】
　運転者監視映像取得部６１１は、運転者カメラ７から運転者の監視映像を取得する機能
を有している。運転者監視映像取得部６１１は、運転者カメラ７から出力された運転者の
映像信号のデジタルデータ（運転者監視映像データ）を入出力インタフェースユニット６
２から取り込み、この取り込んだ運転者監視映像データを記憶ユニット６３の運転者監視
映像記憶部６３１に記憶させる。
【００３８】
　運転者状態判定部６１２は、運転者の状態を判定する機能を有している。運転者状態判
定部６１２は、運転者監視映像記憶部６３１から予め設定された時間間隔で運転者監視映
像データを読み込み、その都度、運転者監視映像データに基づいて運転者の状態を判定す
る。運転者状態判定部６１２は、判定結果を表す情報を、記憶ユニット６３の運転者状態
記憶部６３２に記憶させる。
【００３９】
　運転者状態判定部６１２が判定する運転者の状態は、例えば、運転者が脇見をしている
か否か、運転者が眠気を催しているか否か、運転者が運転に対して集中度の高い状態にあ
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るか否か、また自動運転中であれば、運転者が手動運転に復帰可能な状態であるか否かな
ど、さまざまであってよい。運転者の状態の判定は、例えば、次のようにして行われる。
【００４０】
　まず、運転者状態判定部６１２は、運転者監視映像データに基づいて、運転者の眼の開
き具合、瞬きの頻度、または眼球運動等を検出し、運転者の視線の方向や運転者の覚醒度
等を認識する。次に、運転者状態判定部６１２は、運転者の視線の滞留時間や覚醒度等を
、予め設定された閾値と比較することにより、運転者の状態を判定する。
【００４１】
　この実施形態では、記憶ユニット６３の運転者状態記憶部６３２に記憶される運転者状
態の判定結果を表す情報は、少なくとも、運転者が運転に対して集中度の高い状態にある
か否かの判定結果を表す情報を含んでいる。
【００４２】
　質問情報出力部６１３は、所定のタイミングで、車両１の周辺の状況に関する質問の情
報を出力する機能を有している。質問情報出力部６１３は、運転者が集中度の高い状態に
あるか否かの判定結果を表す情報を運転者状態記憶部６３２から読み込み、判定結果を表
す情報が、運転者が集中度の高い状態にあることを示す場合、周辺監視システム１７の監
視情報に基づいて、車両１の周辺の状況に関する質問を生成し、その質問の情報を入出力
装置９へ出力する。
【００４３】
　故障判定部６１４は、質問に対する運転者の回答の情報を入出力装置９から取得し、こ
れを質問情報出力部６１３から出力された質問の情報と比較することにより、周辺監視シ
ステム１７の故障の有無を判定する機能を有している。故障判定部６１４は、判定結果を
表す情報を、記憶ユニット６３の判定結果記憶部６３３に記憶させる。
【００４４】
　指示情報出力部６１５は、故障判定部６１４の判定結果を表す情報に基づいて、必要に
応じて、自動運転制御装置５に自動運転制御に関する指示情報を出力する機能を有してい
る。指示情報は、例えば、自動運転制御装置５の機能を制限または停止させる制御情報で
あってよい。
【００４５】
　（動作）
　次に、前述したように構成された故障判定装置の動作を説明する。図３はその全体の制
御手順と制御内容を示すフローチャートである。
【００４６】
　（１）運転者監視開始
　運転が開始されると、運転者監視システム１０は、ステップＳ１において、運転者の監
視を開始する。運転者の監視は、例えば、運転のあいだ続けられる。運転者の監視は、例
えば、次のようにして行う。
【００４７】
　運転が開始されると、運転者カメラ７が起動し、運転者の顔を含む所定の範囲を連続的
に撮像してその映像信号を出力する。この状態で故障判定装置６ａは、運転者監視映像取
得部６１１の制御の下、運転者カメラ７から出力された映像信号のデジタルデータ（運転
者監視映像データ）を入出力インタフェースユニット６２から取り込み、この取り込んだ
運転者監視映像データを記憶ユニット６３の運転者監視映像記憶部６３１に記憶させる。
【００４８】
　なお、運転者の撮像は、所定の時間間隔で間欠的に行ってもよい。また、運転者カメラ
７または入出力インタフェースユニット６２において、映像信号を所定の符号化方式に応
じて符号化するようにしてもよい。このようにすると、監視映像データの情報量を減らし
て運転者監視映像記憶部６３１の記憶容量を節約することが可能となる。
【００４９】
　運転者監視映像データの取得が開始されると、故障判定装置６ａは、次に運転者状態判
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定部６１２の制御の下、一定時間の経過が判定される毎に、運転者の状態の判定を行う。
この運転者の判定の時間間隔は、例えば実質的に連続的な判定を行えるような１秒程度の
短い間隔に設定してもよく、また１０～３０秒といった比較的長い間隔に設定するように
してもよい。
【００５０】
　運転者状態判定部６１２は、運転者監視映像記憶部６３１から予め設定された時間間隔
で運転者監視映像データを読み込む。次に、運転者状態判定部６１２は、運転者監視映像
データを読み込む毎に、運転者監視映像データに基づいて、運転者が運転に対して集中度
の高い状態にあるか否かを判定する。運転者状態判定部６１２は、判定結果を表す情報を
、判定タイミングを表す情報、例えばタイムスタンプ情報と関連付けて、記憶ユニット６
３の運転者状態記憶部６３２に記憶させる。
【００５１】
　自動運転制御システムは、車両１の周辺の人や車両の位置と動きを監視する周辺監視シ
ステム１７を有している。この自動運転制御システムは、例えば、運転が開始されると、
運転者の監視の開始に並行して、車両１の周辺の監視を開始する。車両１の周辺の監視は
、自動運転の開始時に開始されてもよく、手動運転モードによる走行中において周辺監視
システム１７の故障の有無の判定を行う際に開始されてもよい。ここでは、車両１の周辺
の監視は、便宜上、運転者の監視の開始に並行して、開始されるものとして説明する。
【００５２】
　（２）故障の判定の開始
　運転が開始された後、故障判定装置６ａは、ステップＳ２において、質問情報出力部６
１３により、所定のタイミングで、周辺監視システム１７の故障の有無の判定を開始する
。故障の判定を開始するタイミングは、これに限らないが、例えば、次のような状況であ
ってよい。（ａ）車両１の走行中に一定時間が経過する都度。（ｂ）車両１の走行中に一
定距離を走行する都度。（ｃ）高速道路の走行中に車間距離確認区間にさしかかったとき
、またはその都度。（ｄ）高速道路の走行中にサービスエリアやパーキングエリアに駐車
したとき、またはその都度。そのほか、故障の判定は、さまざまなタイミングで行われて
よい。
【００５３】
　故障の判定は、走行中に開始されてもよく、また、停車中に開始されてもよいが、好ま
しくは、運転者が運転操作に忙しくないときに開始されるとよい。故障の判定は、例えば
、自動運転中や停車中、手動運転中にあってもステアリン操作やアクセル操作やブレーキ
操作がないか少ないときに開始されるとよい。
【００５４】
　（３）運転者の状態の判定
　故障の判定が開始されると、故障判定装置６ａは、ステップＳ３において、質問情報出
力部６１３により、運転者が集中度の高い状態にあるか否かを判定する。
【００５５】
　前述したように、運転者状態判定部６１２は、運転者の状態を一定の時間間隔で判定し
、その判定結果を表す情報を、運転者状態記憶部６３２に記憶させている。運転者の状態
の判定結果を表す情報は、運転者が集中度の高い状態にあるか否かについての判定結果を
表す情報を含んでいる。
【００５６】
　質問情報出力部６１３は、運転者が集中度の高い状態にあるか否かの判定結果を表す情
報を運転者状態記憶部６３２から読み込む。
【００５７】
　判定結果を表す情報が、運転者が集中度の高い状態にないことを示す場合、例えば、故
障判定装置６ａは、今回の故障の判定の処理を中止し、ステップＳ２に戻り、次回の故障
の判定の開始を待つ。
【００５８】
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　ここでは、一例として、判定結果を表す情報が、運転者が集中度の高い状態にないこと
を示す場合、故障の判定の処理を中止するとしたが、所定の時間の経過を待って、ステッ
プＳ３の処理、すなわち運転者が集中度の高い状態にあるか否かの判定の処理に戻るよう
にしてもよい。
【００５９】
　（４）質問の出力
　反対に、判定結果を表す情報が、運転者が集中度の高い状態にあることを示す場合、故
障判定装置６ａは、ステップＳ４において、質問情報出力部６１３により、車両１の周辺
の状況に関する質問の情報を出力する。
【００６０】
　質問情報出力部６１３は、周辺監視システム１７から、車両１の周辺の状況に関する監
視情報を読み込む。次に、質問情報出力部６１３は、監視情報に基づいて、車両１の周辺
の状況に関する質問を生成し、質問の内容のメッセージを出力する。
【００６１】
　質問の内容のメッセージは、入出力インタフェースユニット６２により音声信号または
表示信号またはそれら両方に変換され、入出力装置９へ出力される。入出力装置９は、入
力された音声信号をスピーカから音声メッセージとして出力すると共に、入力された表示
信号を表示器に表示メッセージとして表示する。
【００６２】
　周辺監視システム１７が出力する監視情報は、車両１の周辺の状況に関する情報である
。監視情報は、これに限らないが、例えば、車両１の周辺に存在する車両等の車両１に対
する相対位置情報を含んでいてよい。ここにおいて、車両等は、実際の車両に限定される
ものではなく、人や動物、標識やガードレール等の固定物、センターライン等の指標を含
んでいてよい。以下では、これらすべてを含めて単に車両等と称することとする。また、
監視情報は、車両１の周辺の映像情報やその映像処理結果の情報を含んでいてよい。
【００６３】
　質問は、好ましくは、運転者の感覚に依存しない質問であるとよい。これは、運転者の
感覚に依存する質問では、適切な回答が得られないおそれがあるからである。質問は、い
わゆるイエス／ノーで答えられる質問、例えば、監視情報が「正しい」か「間違い」かを
問うものであってよい。
【００６４】
　質問は、これに限らないが、例えば、次のような質問であってよい。（ａ）車両１の周
辺に他の車両等が存在することを問うもの。（ｂ）さらに、監視情報に基づいて得られる
車両１に対する他の車両等の相対位置が正しいかを問うもの。（ｃ）監視情報に基づいて
得られる他の車両等の属性、例えば車種が正しいかを問うもの。そのほか、質問は、さま
ざまな問いであってよい。
【００６５】
　運転者に正否または是非を問う質問、すなわち、運転者に「正しい」か「間違い」かを
問う質問の内容のメッセージは、これに限らないが、例えば、次のようなメッセージであ
ってよい。（ａ）「右側に他の車両がいます」（ｂ）「先行車両までの距離は１００ｍで
す」（ｃ）「先行車両はトラックです」（ｄ）「現在、車線の右寄りを走っています」（
ｅ）「駐車スポットの右側の白線から３０ｃｍの距離に停車しています」など。そのほか
、質問のメッセージは、さまざまなものであってよい。
【００６６】
　質問の内容のメッセージは、音声、または、画像、または、それら両方の情報であって
よい。すなわち、質問の内容のメッセージの出力は、音声、または、画像、または、それ
ら両方によって行われてよい。
【００６７】
　（５）回答の取得
　続いて、故障判定装置６ａは、ステップＳ５において、故障判定部６１４により、質問
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に対する運転者の回答の情報を取得する。
【００６８】
　質問の内容のメッセージの出力後、故障判定部６１４は、所定の時間の間、入出力装置
９から回答の入力を待つ。入出力装置９からの回答の入力があったならば、その回答の情
報を取得する。所定の時間が経過する間に入出力装置９からの回答の入力がなかった場合
には、故障判定装置６ａは、その状況に応じた処理を行う。例えば、ステップＳ４に戻り
、質問の情報の出力の処理を再び行ってよい。あるいは、回答なしとの情報をタイムスタ
ンプと関連付けて判定結果記憶部６３３に記憶させ、ステップＳ２に戻り、次回の故障の
判定の開始を待ってよい。
【００６９】
　回答の入力は、例えば、音声入力によって行われてよい。あるいは、回答の入力は、タ
ッチパネル等の画像を使用したセンシング技術を利用して行われてよい。さらには、回答
の入力は、それら両方によって行われてもよい。
【００７０】
　図４は、タッチパネル式の入出力装置９によって質問に対する回答が入力される様子を
模式的に示している。この例では、入出力装置９の表示器に２つの質問、「質問１：右側
斜め前方に大型車あり」と「質問２：右側側方に乗用車あり」のメッセージが表示されて
おり、それらの質問の各々に対して「正しい」と「間違い」の回答用の２つボタンが表示
されている。ここでは、質問１に対して、「間違い」のボタンが押された様子が示されて
いる。
【００７１】
　（６）故障の有無の判定
　さらに、故障判定装置６ａは、ステップＳ６において、故障判定部６１４により、運転
者の回答の結果を質問の内容と比較して、周辺監視システム１７の故障の有無を判定する
。
【００７２】
　故障判定部６１４は、質問の内容と回答の結果を比較した結果、両者が整合する場合に
は、ステップＳ７において、周辺監視システム１７に故障はないと判定し、反対に、両者
が整合しない場合には、ステップＳ８において、周辺監視システム１７に故障がある可能
性があると判定する。
【００７３】
　例えば、図４の例に対して、故障判定部６１４は、「正しい」との回答に対しては、周
辺監視システム１７に故障なしと判定し、「間違い」との回答に対しては、周辺監視シス
テム１７に故障の可能性ありと判定する。
【００７４】
　続いて、故障判定部６１４は、ステップＳ９において、判定結果を表す情報を判定結果
記憶部６３３に記憶させる。
【００７５】
　また、故障判定部６１４は、判定処理の終了を指示情報出力部６１５に通知する。
【００７６】
　（７）自動運転機能の制限または停止
　故障判定部６１４により周辺監視システム１７に故障の可能性ありと判定された場合、
故障判定装置６ａは、ステップＳ１０において、指示情報出力部６１５により、必要に応
じて、自動運転制御装置５の自動運転機能を制限または停止させる指示情報を出力する。
【００７７】
　この処理は、周辺監視システム１７に故障の可能性ありと判定された場合に必ず行うも
のではない。例えば、この処理は、周辺監視システム１７に故障の可能性ありと判定され
、かつ、所定の条件に当てはまる場合に行うものであってよい。
【００７８】
　故障判定部６１４による判定処理の終了の通知を受けると、指示情報出力部６１５は、
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判定結果記憶部６３３から判定結果を表す情報を読み込む。
【００７９】
　判定結果を表す情報が、故障なしとの判定結果を示す場合、指示情報出力部６１５は、
特に処理を行わない。
【００８０】
　反対に、判定結果を表す情報が、故障の可能性ありとの判定結果を示す場合であって、
さらに、予め設定された所定の条件に当てはまる場合に、指示情報出力部６１５は、自動
運転制御装置５の自動運転機能を制限または停止させる指示情報を出力する。
【００８１】
　例えば、故障の可能性ありとの判定結果が所定の回数連続した場合に、指示情報出力部
６１５が指示情報を出力するようにしてよい。所定の条件は、これに限らず、さまざまな
条件であってよい。例えば、所定の回数の判定結果において、故障の可能性ありとの判定
結果が連続していないものの、その割合が非常に高い場合に、指示情報出力部６１５が指
示情報を出力するようにしてもよい。
【００８２】
　自動運転制御装置５の自動運転機能を制限または停止させる指示情報は、例えば、自動
運転制御装置５に、周辺監視システム１７からの情報を利用しないで、車両１の走行を自
動制御させるようにするものであってよい。あるいは、指示情報は、自動運転制御装置５
に、車両１の走行の自動制御を実行させないようにするものであってもよい。
【００８３】
　指示情報の出力に伴って、好ましくは、指示情報出力部６１５は、さらに、指示情報の
内容に応じたメッセージを入出力装置９に出力するとよい。メッセージは、これに限らな
いが、例えば、次のような内容を含んでいてよい。（ａ）周辺監視システム１７が故障し
ている可能性がある。（ｂ）自動運転制御装置５が周辺監視システム１７を使用できない
。（ｃ）自動運転制御装置５の自動運転機能が利用できない。（ａ）周辺監視システム１
７の点検が必要である。さまざまなものであってよい。
【００８４】
　（８）運転終了の判定
　故障判定装置６ａは、ステップＳ１１において、運転が終了したか否かを判定する。運
転が終了していないと判定した場合は、ステップＳ２の処理に戻る。運転が終了したと判
定した場合は、処理を終了する。
【００８５】
　（効果）
　以上詳述したように、この発明の一実施形態では、所定のタイミングで、運転者の状態
を検出する運転者状態検出センサである運転者カメラ７の検出情報に基づいて、運転者状
態判定部６１２により、運転者が集中度の高い状態にあるか否かを判定する。そして、運
転者が集中度の高い状態にあると判定した場合に、質問情報出力部６１３により、周辺監
視システムの監視情報に基づいて、車両の周辺の状況に関する質問の情報を入出力装置９
に出力する。故障判定部６１４により、入出力装置９から入力された質問に対する運転者
の回答の情報に基づいて、周辺監視システムの故障の有無を判定する。このため、周辺監
視システムの故障の有無が対話的に判定されることになる。これにより、周辺監視システ
ム自体が感知しない故障を発見することが可能になる。
【００８６】
　また、故障判定部６１４により、周辺監視システムの故障があると判定された場合に、
指示情報出力部６１５により、必要に応じて、自動運転制御装置の機能を制限する指示情
報が出力される。このため、周辺監視システム自体が感知しない故障に起因して起こりか
ねない自動運転制御装置の制御不具合の発生を軽減することが可能になる。
【００８７】
　あるいは、故障判定部６１４により、周辺監視システムの故障があると判定された場合
に、指示情報出力部６１５により、必要に応じて、自動運転制御装置の機能を停止させる
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指示情報が出力される。このため、周辺監視システム自体が感知しない故障に起因して起
こりかねない自動運転制御装置の制御不具合の発生を防止することが可能になる。
【００８８】
　［他の実施形態］
　実施形態では、運転者状態検出センサが運転者カメラ７で構成され、運転者カメラ７に
より得られる運転者の顔を含む映像信号に基づいて運転者の状態を判定する場合を例にと
って説明した。しかし、運転者状態検出センサは、運転者カメラ７に限らず、運転者の生
体情報を取得する生体センサで構成し、生体センサにより得られる生体信号、例えば脈波
センサまたは心拍センサにより検出される運転者の脈波信号または心拍信号や、圧力セン
サにより検出される横隔膜の上下動を表す信号に基づいて、運転者の状態を判定するよう
にしてもよい。
【００８９】
　実施形態では、図１に関連して、周辺監視システム１７は、自動運転制御装置５とは別
個のシステムとして説明したが、車両１に搭載されたカメラ等の周辺監視センサと、自動
運転制御装置５の内部に設けられた情報処理部とから周辺監視システムを構成してもよい
。この場合、故障判定装置６ａは、自動運転制御装置５内の情報処理部から、監視情報を
取得すればよい。
【００９０】
　故障判定装置６ａは、実施形態では、ステップＳ８において周辺監視システム１７に故
障の可能性ありと判定され、かつ、所定の条件に当てはまる場合に、自動運転制御装置５
の自動運転機能を制限または停止させる指示情報を出力するように構成されているが、ス
テップＳ８において周辺監視システム１７に故障の可能性ありと判定された場合に、直ち
に、周辺監視システム１７に故障の可能性ありとのメッセージ、さらには周辺監視システ
ム１７点検を促すメッセージを入出力装置９に出力させるように構成されてもよい。
【００９１】
　あるいは、故障判定部６１４は、質問の内容と回答の結果が整合しない場合、周辺監視
システム１７に故障の可能性があると判定しているが、直ちに、周辺監視システム１７に
故障があると判定してもよい。これに伴い、その場合に、故障判定装置６ａは、自動運転
制御装置５の自動運転機能を制限または停止させる指示情報を出力し、また、メッセージ
を入出力装置９に出力させるように構成されてもよい。
【００９２】
　その他、車両の種類、自動運転制御装置の機能、故障判定装置の制御機能と制御手順お
よび制御内容等についても、この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施可能で
ある。
【００９３】
　要するにこの発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階では
その要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開
示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、
実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる
実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【００９４】
　上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限
られるものではない。　
（付記１）
　車両の周辺を監視する周辺監視システムの故障の有無を判定する故障判定装置であって
、ハードウェアプロセッサとメモリとを有し、
　前記ハードウェアプロセッサが、
　　運転者の状態を検出する運転者状態検出センサの検出情報に基づいて、前記運転者が
集中度の高い状態にあるか否かを判定し、その判定結果を表す情報を前記メモリに記憶さ
せ、
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　　所定のタイミングで前記メモリから前記判定結果を表す情報を読み出し、前記判定結
果を表す情報が、前記運転者が集中度の高い状態にあることを示す場合、前記周辺監視シ
ステムの監視情報に基づいて、前記車両の周辺の状況に関する質問の情報を出力し、
　　前記質問に対する前記運転者の回答の情報に基づいて前記周辺監視システムの故障の
有無を判定する、故障判定装置。
（付記２）
　車両の周辺を監視する周辺監視システムの故障の有無を判定する装置が実行する故障判
定方法であって、
　ハードウェアプロセッサを用いて、運転者の状態を検出する運転者状態検出センサの検
出情報に基づいて、前記運転者が集中度の高い状態にあるか否かを判定し、その判定結果
を表す情報をメモリに記憶させ、
　前記ハードウェアプロセッサを用いて、所定のタイミングで前記メモリから前記判定結
果を表す情報を読み出し、前記判定結果を表す情報が、前記運転者が集中度の高い状態に
あることを示す場合、前記周辺監視システムの監視情報に基づいて、前記車両の周辺の状
況に関する質問の情報を出力し、
　前記ハードウェアプロセッサを用いて、前記質問に対する前記運転者の回答の情報に基
づいて前記周辺監視システムの故障の有無を判定する、故障判定方法。
【符号の説明】
【００９５】
１…車両、２…パワーユニット、３…操舵装置、３ａ…ステアリングホイール、５…自動
運転制御装置、６…運転モード切替制御装置、６ａ…故障判定装置、７…運転者カメラ、
９…入出力装置、１０…運転者監視システム、１１…ステアリングセンサ、１２…アクセ
ルペダルセンサ、１３…ブレーキペダルセンサ、１４…ＧＰＳ受信機、１５…ジャイロセ
ンサ、１６…車速センサ、１７…周辺監視システム、６１…制御ユニット、６２…入出力
インタフェースユニット、６３…記憶ユニット、６１１…運転者監視映像取得部、６１２
…運転者状態判定部、６１３…質問情報出力部、６１４…故障判定部、６１５…指示情報
出力部、６３１…運転者監視映像記憶部、６３２…運転者状態記憶部、６３３…判定結果
記憶部。
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